
1�広報ひこね　平成20年６月１日1� 広報ひこね　平成20年６月１日

※臨時の収集については、早めにお申し込み

ください。（臨時の収集は、原則として毎

週火・金曜日に実施します。）

※収集の状況によって、収集日は３日程度前

後することがありますが、ご了承ください。

６月後半

1�日㈪

1�日㈫

1�日㈬

1�日㈭

20日㈮

23日㈪

24日㈫

25日㈬

2�日㈭

2�日㈮

30日㈪

日夏、亀山地区、稲枝（西）、肥田（西肥田を除く）、上稲葉、下稲葉、

本庄、普光寺、薩摩、金沢（金沢団地）、田附、新海、南三ツ谷、

甲崎、野良田

鳥居本地区、日夏、亀山地区、稲枝（東）、稲部（稲部、稲部東）、

柳川、上西川、下西川、上石寺、下石寺、稲里、肥田（西肥田）

鳥居本地区、岡、西沼波（東部を除く）、東沼波、大堀、大橋、元岡、

沼波、日夏、亀山地区、肥田（西肥田）、金沢（林、中下、長江）

鳥居本地区、東沼波、大堀、錦（第２・３部）、河原一丁目、河

原二丁目、河原三丁目、日夏、亀山地区、稲部（稲部南）、金沢

（林、中下、長江）

鳥居本地区、河瀬地区、金田、上岡部、下岡部、彦富、稲部（稲部南）

鳥居本地区、古沢、松原（四ッ川を除く）、高宮地区、河瀬地区、

彦富

河瀬地区、高宮地区、亀山地区、彦富（笹田団地）

河瀬地区、高宮地区、亀山地区

河瀬地区、高宮地区

河瀬地区、高宮地区

河瀬地区、高宮地区

日・曜日 駐　　　　　車　　　　　場 時　間

巡回日程【６月後半】

１９日㈭

２０日㈮

２４日㈫

２５日㈬

２６日㈭

２７日㈮

平 田 町 大 沢 高 岸 Ｂ 公 園
西 今 町 松 田 団 地
西 今 町 伊 庭 団 地
若 葉 小 学 校 東 門

稲 里 町 公 民 館
稲 枝 地 区 公 民 館
稲 　 枝 　 駅 　 前

千 鳥 ヶ 丘 会 館 横
岡 町 東 光 寺 前
平 田 町 明 照 寺 前

大 藪 町 農 業 倉 庫
下 後 三 条 説 教 場
中 藪 一 丁 目 白 山 神 社

新 海 町 公 民 館
田 附 町 公 民 館
本 庄 町 公 民 館

普 光 寺 町（ 東 ノ 辻 広 場 ）
彦 富 町 公 民 館
金 沢 町 公 民 館
港　 屋　 駐　 車　 場　 東

１１：００
１３：２０
１４：１０
１５：００ 

１３：３０
１４：２０
１５：１０

１３：１５
１４：００
１４：５０

１３：２０
１４：１０
１５：００

１３：３０
１４：２０
１５：１０

１１：００
１３：１０
１４：００
１４：５０ 

１７日㈫
清 崎 町 浄 宗 寺
亀 山 ニ ュ ー タ ウ ン
日夏ニュータウン第２期集会所前

１３：３０
１４：２０
１５：１０

１８日㈬
開 出 今 菅 原 神 社
蔵 の 町 団 地 中 央
開出今第２団地（市立病院前）

１３：２０
１４：１０
１５：００

図書館休館日

６月後半

23日㈪、26日㈭、30日㈪

補助対象者　彦根市国民健康保険の被保険者

（ドック検診時に国保の資格のある人）で、原則と

して、国民健康保険料を納付している人

※後期高齢者医療保険（長寿医療）の対象者

は利用できません。

補助対象となる医療機関と検診の種類

　右の表のとおり　※検査の内容など、詳しく

　は各病院にお問い合わせください。

補助額　検診費用の３分の２を補助します。（た

だし、30,000 円を限度とします。）

申込方法　被保険者証を持って、 保険年金課

（市役所１階④番窓口）、支所・各出張所へ申し込

んでください。（電話での申込はできません）

　　申込期間　� 月２日㈪〜 � 月 11 日㈮

　　 （土・日曜日は除く、�：30 〜 1�：15）

　受診期間　� 月〜平成 21 年２月

　問い合わせ先

　 保険年金課☎ 30-6112、FAX22-1398

意外と身近にある危険物
　消防法上の「危険物」とは、取り扱いを間違えると、火

災を起こす物質のことをいいます。実は、私たちの身の回

りに、ガソリンや灯油などの燃料以外にも危険物を利用し

た製品がたくさんあります。

　例えば、マニキュアや除光液、接着剤、塗料などがそれ

にあたります。こうした「危険物」を利用した製品の取り

扱いにはじゅうぶんに注意しましょう。

危険物取扱者試験・危険物取扱者保安講習
　危険物を指定量以上貯蔵し、取り扱う施設には、国家資

格を持つ危険物取扱者が必要です。また、危険物取扱者は、

定期的に保安講習を受講しなければなりません。

　 消防本部・各消防署では、危険物取扱者の資格を得る

ための試験と保安講習の案内と願書を配布しています。

セルフスタンドの安全対策
　全国的に普及しているセルフスタンドは、顧客自らが給

油することから、機器の取扱いが不慣れであったり、危険

物を取り扱うという認識が薄かったりするため、ガソリン

や軽油、灯油などの吹きこぼれや、静電気による火災が多

数発生しています。セルフスタンドを

利用する人は、次のことを守って、一

層の安全確保に努めてください。

①給油中はエンジンを停止する

②静電気除去シートに触れてから給油する

③給油ノズルを止まるまで確実に差し込む

④給油ノズルのレバーを止まるまで確実に引く

⑤自動的に給油が止まったら、それ以上の給油はしない

⑥給油後は、給油ノズルを、確実にもとの場所へ戻す

⑦給油キャップを閉め忘れない


